
 

別表十（三）の記載の仕方 
 

１ この明細書のⅠは、青色申告書を提出する法人で

鉱業を営むものが措置法第58条｟探鉱準備金又は海

外探鉱準備金｠又は令和７年改正前の措置法第58条

((((探鉱準備金又は海外探鉱準備金))))の規定の適用を

受ける場合に記載します。 

２ 「当期の指定期間内の鉱物の販売による収入金額

３」の欄の記載に当たっては、次によります。 

⑴ この欄に記載する金額について、措置法令第34

条第２項第３号又は第11項第３号((((探鉱準備金又

は海外探鉱準備金))))の規定の適用があるときは、

これらの号の規定による収入金額に関する計算の

明細を別紙に記載して添付します。 

⑵ 措置法第58条第８項の規定の適用を受けた法人

が、その適用を受けた事業年度において同条第１

項の規定の適用を受ける場合には、同条第８項の

規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額

を含めないで記載します。 

３ 「所得基準額９」の欄は、措置法第58条第１項の

規定の適用を受ける場合には「40又は」を消し、同

条第２項の規定の適用を受ける場合には「又は50」

を消します。 

４ 「当期前５年間新鉱床探鉱費の支出がない場合の

控除額」の各欄は、次に掲げる場合に該当する場合

に記載します。 

⑴ 令和８年４月１日以後に開始する事業年度にお

いて措置法第58条第１項の規定の適用を受ける場

合において、当該事業年度開始の日前５年以内に

開始した各事業年度のいずれにおいても同項に規

定する鉱物（⑵において「鉱物」といいます。）

に係る同項に規定する新鉱床探鉱費の支出を行わ

なかったとき。 

⑵ 令和８年４月１日以後に開始する事業年度にお

いて措置法第58条第２項の規定の適用を受ける場

合において、当該事業年度開始の日前５年以内に

開始した各事業年度のいずれにおいても国外にあ

る鉱物に係る同項に規定する新鉱床探鉱費の支出

を行わなかったとき。 

５ 「５年経過探鉱準備金の益金算入額等11」の欄は、

４⑴に掲げる場合に該当する場合には「又は（(35)－

(36)）」を消し、４⑵に掲げる場合に該当する場合に

は「(33)又は」を消します。 

６ 「積立限度額13」の欄は、４⑴又は⑵に掲げる場

合に該当する場合には「⑽又は」を消し、その他の

場合には「又は（⑽－（⑾と⑿のうち少ない金額））」

を消します。 

７ この明細書のⅡは、青色申告書を提出する法人で

鉱業を営むものが措置法第59条((((新鉱床探鉱費又は

海外新鉱床探鉱費の特別控除))))の規定の適用を受け

る場合に記載します。 

８ 「33」から「36」までの各欄は、「５年経過探鉱

準備金の益金算入額等11」の欄を記載する場合には、

措置法第59条の規定の適用がない場合においても、

この明細書のＩと併せて記載します。 

９ 「探鉱費基準額37」の欄は、措置法第59条第１項

の規定の適用を受ける場合には「又は（(35)－(36)）」

を消し、同条第２項の規定の適用を受ける場合には

「(33)又は」を消します。 

10 「所得基準額46」の欄の記載に当たっては、次に

よります。 

⑴ 当該法人が通算法人である場合（当該事業年度

が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日

に終了する事業年度である場合に限ります。）に

は「（(41)－(44)）又は」を消し、その他の場合には

「又は（別表十(三)付表「９」若しくは「16」）」

を消します。 

⑵ 措置法第59条第１項の規定の適用を受ける場合

には、「－(45)」を消します。

  


